
 

福島イノベーション・コースト構想情報発信戦略検討業務委託仕様書 

 

１．委託業務名 

 福島イノベーション・コースト構想情報発信戦略検討業務 

 

２．契約期間 

委託契約締結の日から令和５年３月３１日（金） 

 

３．委託業務の背景及び目的 

 本業務では、公益財団法人福島イノベーション・コースト構想推進機構が発足以降様々

な広報手段を用いて福島イノベーション・コースト構想に関する情報を発信してきたとこ

ろ、現下の状況やこれまで行ってきた各種の取組やプロモーションの経過等を踏まえ、計

画的かつ効果的な情報発信を行うための方策を検討し、「福島イノベーション・コースト

構想情報発信戦略」（案）にまとめることで、情報発信方法（ホームページの運用やプロ

モーションの方法等）の改善を図ることを目的としている。 

 

４．委託業務の業務内容 

（１）過年度情報発信の振り返り 

 受託者からの目線でこれまでの情報発信事業を評価・分析する。評価分析にあたって

は、以下の項目を念頭にまとめること。なお、評価・分析に係る過去の情報発信に関する

情報は、機構が受託者に提供することを基本とし、必要に応じて受託者による情報収集も

行うこと。 

 ア．情報発信戦略 

（ア）情報発信手法 

（例 Web、SNS、パンフレット、ポスター、チラシ等） 

（イ）ターゲット 

 （例 ステークホルダー（地元企業、地域外企業、研究者、自治体、関係団体）、 

 学生等次世代人材、国民全般、来訪者（国内外）等） 

（ウ）情報発信内容 

 （例 各種活動・取組、イベント情報、成果報告、支援情報等） 

（エ）情報発信効果 

 （例 ホームページアクセス数、SNS 登録者数、認知度、交流人口数、誘致企業数

等） 

 

 



イ．その他 

リスク管理、広報倫理、活動計画、担当者会議等 

 

（２）福島イノベーション・コースト構想情報発信戦略の策定 

 （１）の結果を踏まえ、また、必要な調査がある場合はその調査を検討・実施のうえ、

今後、機構が行う情報発信を、対象のニーズに応じ効果的かつ戦略的に行うための「福島

イノベーション・コースト構想情報発信戦略」（案）を検討し策定すること。 

 策定にあたっては、以下の検討項目を念頭に実施することとするが、適宜機構と協議

し、適切な設定とすること。 

 ア 情報発信手法 

イ ターゲット 

ウ 情報発信内容 

エ 情報発信効果 

  

（３）報告会の実施 

 機構等の関係者を集め、事業の進捗及び成果に係わる報告会を令和 5 年 3 月に開催する

こと。 

   

５．再委託 

（１）一括再委託の禁止 

  契約を履行するにあたり、委託事項の全部を一括して第三者に委託してはならない。 

（２）部分的再委託の承認 

  本業務を部分的に再委託したい場合は、あらかじめ機構に再委託内容の分かる書面を

提出し、承認を受けなければならない。 

 

６．権利の帰属 

  本業務を遂行するに際し、作成した情報・コンテンツに対する成果は、機構に帰属す

る。 

 

７．成果物 

  受託者は、委託契約書に定めるものを含め、次の号に掲げる書類を提出しなければな

らない。 

（１）契約締結後に速やかに提出するもの（紙媒体 1 部） 

  ア 主任管理者通知書（様式第 1 号） 

 イ 業務着手届（様式第 2 号） 

  ウ 実施工程表（任意様式） 



 エ その他、委託者が必要と認める書類 

 

（２）業務完了後に速やかに提出するもの 

  ア 業務完了届（様式第 3 号） 

 イ 業務完了報告書（様式第４号） 

ウ 請求書に係わる内訳書（任意様式） 

  エ 実績報告書（様式第 5 号） 

  オ エに添付する書類 

   (ア) 過年度情報発信の振り返り（本文及び概要版） 

   (イ) 情報発信戦略（本文及び概要版） 

   (ウ) その他、委託者が必要と認める書類 

 

（３）提出先 

  公益財団法人福島イノベーション・コースト構想推進機構 企画戦略室 

   住所 〒960-8043 福島市中町 1 番 19 号 中町ビル６階 

   電話 024-581-6887 

 

８．その他 

 （１） 本業務に関わる責任者及び担当者については、本業務の趣旨・内容を十分に理

解し、かつ、業務遂行に必要な知識・能力・経験を有する要因を配置すること。 

 （２） 受託者は工程管理を適切に行い、無理のないスケジュールで実施すること。 

 （３） 成果品一式の著作権及び所有権は、正当な手続きにより使用又は借用した第三

者のものを除き、委託者に帰属するものとする。 

 （４） 受託者は、委託契約書及び仕様書に基づき、業務の詳細について委託者と協議

の上決定すること。 

（５） 受託者は、委託者と定期的に打ち合わせを行い、進捗状況を綿密に報告するこ

と。 

（６） 本仕様書の定めのない事項及び定める内容について疑義が生じた時は、双方協

議のうえ定めること。ただし、明示のない事項にあっても、社会通念上当然必要

と思われるものについては本業務に含まれるものとすること。 

 


